
静岡県

消費者教育出前講座
u 静岡県では、自ら学び自立し行動する消費者を育成するため、無料で

消費者教育の講師を派遣します。

u 契約に関する基礎知識、消費者被害の未然防止、エシカル消費のポイント等、

様々なテーマに対応します。お気軽にご相談ください！

派遣

無料

ü 契約って何？クーリング・オフって何？

ü 悪質商法の手口と対処方法は？

ü クレジットカードを利用するときの

注意点は？

ü インターネットやスマートフォンの

トラブルに遭わないためのポイントは？

ü 災害時に備えておくことは？

ü 生活に困らないマネープランを教えて！

ü 消費者市民社会、エシカル消費について

知りたい！

ü 教えて！表示のルール

講座のテーマ例

● 対象や場所は決まっていますか？

・ 学校、幼稚園・保育園、町内会・老人会、サ

ークル、新入社員研修会、労働組合等、概ね

10人以上集まれば、どなたでもどこでもOK

です。

● 講師はどのような人ですか？

・ 県民生活センターの消費生活相談員のほか、

消費者教育講師人材バンクに登録された様々

なスキルを持った講師を派遣します。

● 派遣の日や時間は決まっていますか？

・ 休日、夜間も含め、原則いつでも派遣します。

・ 概ね１ヶ月前までにご連絡ください。

講座活用Q＆A

申込み

FAX またはインターネッ

トでお申込みください。

（できるだけ、予め電話

でご相談ください）

打ち合わせ
派遣講師をお知らせ

しますので、内容や進め

方、教材等について電話

やメールで直接、講師と

調整してください。

講座当日
講座会場に直接、派

遣講師が訪問しま

す。（会場は、申込者

においてご準備くだ

さい）

講座終了後
講座の内容等に

関するアンケー

トに御回答くだ

さい。

講座開催までの流れ

静岡県東部県民生活センター （電話）055-951-8214（FAX）055-951-8208

静岡県中部県民生活センター （電話）054-202-6016（FAX）054-202-6018

静岡県西部県民生活センター （電話）053-458-7116（FAX）053-452-2376

お問い合わせ・申込み

なるほど 消費者教育 検索

裏面に申込書が

あるホー！



（様式第４号）

静岡県消費者教育出前講座講師派遣申込書

年 月 日

静岡県 県民生活センター所長 様

以下のとおり、消費者教育出前講座の実施にあたり講師の派遣を申し込みます。

申込者（団体名）

希望日時

（１時間程度）

第１ 年 月 日（ ） ： ～ ：

第2 年 月 日（ ） ： ～ ：

第３ 年 月 日（ ） ： ～ ：

講座・会合名

対象

（例）地域の高齢者、子育

てグループ等

主 な

年齢層
歳代 人数 人

男 人

女 人

希望テーマ

□悪質商法と契約トラブル

□クレジットカードの注意点

□情報社会のルールと情報モラル

□災害時に備える消費者教育

□インターネットの契約トラブル

□生活の設計と管理

□消費者市民社会とエシカル消費

□景品表示法と表示の見方

□その他（ ）

希望する講師
□消費者教育講師（ ） □消費生活相談員

□特になし

会場

名 称 交通

手段

最寄（ 駅）・

（ バス停）から

徒歩（ ）分
住 所

設 備
パソコン(パワーポイント・DVD再生用)

プロジェクター

スクリーン

マイク

有 ・ 無(どちらかに○を付けてください)

有 ・ 無

有 ・ 無

有 ・ 無

担当者

連絡先

氏 名 所 属

電 話 FAX

メール

その他

要望など

静岡県 県民生活センター消費者行政班 行 〔送付状不要〕

（FAX） 東部県民生活センター 055-951-8208 中部県民生活センター 054-202-6018

西部県民生活センター 053-452-2376

※原則、公共交通機関を利用します。

※御希望に添えない場合もありますので、予め御了承ください


